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令和3年度は加工食品に関係する企業にガイドラインを周知する取組と併せて、荷待ち等の実
態を聞くために、アンケート調査を実施した。
配付資料（ガイドライン等）

アンケート調査

配付資料は３種類

（左から順に）
・「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の
改善に向けたガイドライン（加工食品、飲料・酒物流編）」
（2021年4月）

・「ホワイト物流推進運動のご案内と参加のお願い」
（2019年3月）

・「荷主どうしの連携によりトラック運転者の労働時間を短縮しま
しょう」（2021年5月）

アンケート様式（計4枚） 報告書（54ページ）
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荷主企業と運送事業者との取引環境と労働時間
改善に関する調査（加工食品）報告書 より

平均労働時間が全職種平均と比べて「約2割も長い」こと（P8 図表15）

平均賃金が全職種平均と比べて「約1～2割も低い」こと（P9 図表16）

ドライバー数が大幅に減少していること（P9 図表17）

１．トラックドライバーの労働実態の認知度について

トラックドライバーの

労働実態について、

「知らなかった」と

回答した割合が高い。
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ドライバーの残業時間に罰則付きの上限規制が設けられること
（P9 図表18）

「標準的な運賃」の認知度（P7 図表13）

荷主企業と運送事業者との取引環境と労働時間
改善に関する調査（加工食品）報告書 より

２．「標準的な運賃」の認知度について

３．R6.4～残業時間の罰則付き上限規制の認知度について

「標準的な運賃」に

ついて、

「知らなかった」と

回答した割合が半数

を超えていた。

残業時間の罰則付き

上限規制について、

「知らなかった」と

回答した割合が半数

を超えていた。
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アンケート調査の結果から、荷主企業はトラックドライバーの実態、
残業時間の罰則付き上限規制が設けられること、「標準的な運賃」
の認知度が高くないことが浮き彫りとなった。
トラックドライバーの労働条件を改善していくためには、荷主企業
等に対して、これらの周知を行い、理解度を高めていく取り組みが
必要。

令和4年度以降の取り組みについて（案）

令和4～5年度にかけて、地方協議会主催で荷主企業と貨物利用運送
事業者を対象とした「物流改善セミナー（仮称）」を開催すること
としたい。

4

トラック運送事業者と取引のある荷主企業（今年度
調査を行った大分県内の加工食品に関係する荷主企
業を含む）及び貨物利用運送事業者

【対象者】
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◎場所…県内３会場で計３回実施
例：県央（大分市）、県北（中津市周辺）、

県南（佐伯市周辺）で各１回開催する。
各会場、収容人員最大１００名程度

◎時期…令和４年４月以降（事務局で開催時期等を打ち合わせ）
◎契約…会場等の費用は（公社）大分県トラック協会が負担
◎議題（案）
主催者挨拶
トラック運送事業にかかる取り組みについて（大分運輸支局）
・貨物自動車運送事業法改正の概要
・標準的な運賃
・ホワイト物流推進運動
・取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
トラック運送業の働き方改革に向けた取り組みについて（大分労働局）
物流改善に至った具体的な取り組み事例（荷主企業又は運送事業者）

セミナーの具体的な開催イメージ（案）（令和４年度）

※セミナー終了後に参加者からアンケートを記入してもらい、理解度を測定する。
アンケートに記載された意見を参考に、次回以降の取り組みに反映させる。

※令和4年4月以降に事務局にて詳細を協議



国土交通省
九州運輸局令和3年度の実施事項について（PDCAシート＆工程表）

令和3年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の実施事項について
（令和3年7月9日 厚労省労働条件政策課長、同監督課長、国交省貨物課長 通達）

2 重点取組事項のPDCAについて

上記1(1)、(2)の今年度の重点取組事項が、令和
6年度から適用される時間外労働の上限規制に向け
て効果的な取組となるよう、各地方運輸局等は管轄
する各地方運輸局等は管轄する各地方協議会の取
組について、別添様式1を用いてPDCAサイクルによる
継続的な改善を行うこと。この際、PDCAを効果的に
実施できるよう、別添様式2を用いて令和6年度から
時間外労働の上限規制が適用されることに向けた改
善のための工程表を作成し、中長期の取組となるよう
な目標及び指標（KPI）を設定すること。
なお、地方運輸局等は取りまとめた別添様式1・2を
令和4年4月末日までに自動車局貨物課に報告する
こと。

○）□□□□□□□□□□□□□□□＜重点取組事項名＞

○重点取組事項概要

○ＫＰＩ

○重点取組事項の取組状況

○課題及び今後の対応の方向性

記載担当者名：○○省（○○局○○課〇〇）

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

［　］□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
　【○○年度～○○年度　□□□□　　→　○○年度～○○年度　□□□□】

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

【ＫＰＩ】

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

別添様式1（PDCAシート）

地方協議会の新たな取り組みとして、
PDCAサイクルによる継続的な改善
と工程表の作成が必要。 6別添様式2（工程表）
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九州運輸局令和2年度 PDCAシート（案）
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案



国土交通省
九州運輸局令和3年度 PDCAシート（案）
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案

以下様式省略（未実施のため記載なし）



国土交通省
九州運輸局工程表（案）
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＜地方協議会名＞：トラック輸送における取引環境・労働時間改善大分県地方協議会

＜重点取組事項名＞「物流改善セミナー（仮称）の開催」

【概要】
令和３年８～９月にかけて、大分県内の「加工食品」に関係する荷主企業に対して、アンケート調査を実施したところ、調査結果から、荷主企業
はトラックドライバーの実態（全産業平均と比べて、平均労働時間が２割長い、平均賃金が約２割低い、ドライバー数が大幅に減少している）、残
業時間の罰則付き上限規制が設けられること、標準的な運賃の認知度が高くないことが浮き彫りになった。
令和４年度以降は荷主企業（加工食品業界も含む）と貨物利用運送事業者を対象とした「物流改善セミナー（仮称）」を開催し、これらの周知を
行い、理解度を高めていく取り組みを実施する。

2021年度 2022年度 2023年度 2024～年度 ＫＰＩ 備考

大分県内の「加工食品」に
関係する荷主企業に対し
て、アンケート調査を実施

•県内3ヵ所で開催
• アンケート7割以上
回答

荷主企業
等を対象と
した「物流
改善セミ
ナー（仮
称）」を開
催

アンケート調
査結果とりま
とめ

荷主企業
等を対象と
した「物流
改善セミ
ナー（仮
称）」を開
催※

※2022年度に実施
したセミナーのアン
ケート結果を参考
に、内容等を見直
して実施する。荷主企業及びトラック運送事業者に対して、「荷主と運送事業者の協力による取引環境

と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を周知する。

「標準的な運賃」について、荷主企業及びトラック運送事業者に趣旨・内容を理解して頂
き、普及に努める。

案


